
○令和７年度第 1回つくばみらい市総合教育会議 

 

１ 日時    令和７年４月２３日（水）午前９時３０分から 

２ 場所    つくばみらい市役所伊奈庁舎 ２階会議室 

３ 出席委員  つくばみらい市長    小田川 浩 

教育長         町田 幸子 

教育長職務代理者    髙橋 秀光 

委員          久下 伸子 

委員          安河内崇代 

  委員          飯田 文夫 

４ 出席職員  参事          越智 壽雄 

学校総務課課長     海老原 弘 

学校総務課課長補佐   福田  渉  

学校総務課課長補佐   荒川 健一 

学校給食センター所長  成島 紀昌 

学校総務課係長     古谷 圭佑 

学校総務課主事     金澤  和 

教育指導課課長     佐藤志津子 

教育指導課課長補佐   中島 貴子 

教育指導課課長係長   鈴木 了平 

教育指導課指導主事   細田 直人 

生涯学習課課長     千葉 裕康 

生涯学習課課長補佐   飯泉 克典 

文化振興室室長     浅野 博之 

スポーツ推進室室長   松信  孝 

図書館館長       舞山 菊男 

公民館館長       谷口 通夫 

５ 傍聴人   １名 

６ 協議・調整事項  （１） 令和７年度 教育委員会の主要事業について 

７ 議事 
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【令和７年度第 1回つくばみらい市総合教育会議の開会宣言】 

ただいまから令和７年度第 1 回つくばみらい市総合教育会議を開会いたし

ます。 

はじめに、市長より、ごあいさつをお願いいたします。 

【あいさつ】 

・市内幼稚園、保育園の ALTによる英語教育について 

・新設中学校の建設について 

議事に入る前に、本日の会議における事務局の出席者を順番にご紹介させ

ていただきます。 

【出席者紹介】  

それでは協議・調整事項に入ります。進行につきましては運営要綱の規定 

に基づき市長お願いいたします。 

「（１）令和７年度 教育委員会の主要事業について」説明お願いします。 

 令和７年度 教育委員会の主要事業について説明 

ただいま、各担当課の説明が終わりました。 

ご意見ご質問等はありますでしょうか。 

総合教育支援センターについて、設立してからの児童生徒数の推移、対応

状況、それに伴う支援員や相談員の状況について、教えていただきたいで

す。 

教育相談員４名、支援員４名の計８名となっております。令和７年度は、

より充実した支援体制を目指すべく、相談員のうち１名を所長としました。

また、スクールカウンセラー１名のほか、用務員も常駐しております。今

年度から、教職員１名も配属しており、よりよい支援体制の構築を目指し

ております。 

児童生徒数の推移や対応状況についてはどうですか。 

令和４年度９名、令和５年度２２名、令和６年度２１名と推移しています。

午前２コマは教科に関する学習が主になり、午後１コマは生徒自身が学び

たいことを自ら選択して学習しています。また、校外学習や体験学習も行

っています。 

今年度から教職員１名を配属しているとのことですが、来年度も継続する

予定でしょうか。 

県からの派遣なので難しい。代わりに、スクールソーシャルワーカーを配

置できればと考えています。 

「なのはな」では、学校便りのようなものは発行しているのでしょうか。

また、発行している場合、各学校へも共有されているでしょうか。 

「なのはな」では、ＨＰで活動を紹介しているため、学校便りのようなも

のは発行していません。 

支援センター便りを関連する学校に共有している自治体もあるため、参考

にするのもよいかと思います。 

他に質問等ありますでしょうか。 
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支援センターについて、前年度から予算が減額になっている理由を教えて

いただきたいです。また、不登校から復帰を目指すことも重要だが、不登

校児童の居場所を作ってあげることも大切だと思います。そのためには、

児童への対応だけでなく、不登校の児童を抱える保護者を支えることも重

要だと考えています。不登校児童を抱える保護者同士の情報交換の場など

があるとありがたいなと思います。 

では、減額理由からお願いします。 

前年度は受水槽の工事があったため、その分が今年度は減額となっており

ます。 

次に学びの保障及び保護者の支援についてはいかがでしょうか。 

学びの保障については、学校から支援センターに先生が教えに来たり、タ

ブレットを使用してオンライン授業を行ったりしています。また、教育相

談も実施しています。不登校の児童を抱える保護者や先生方の情報交換の

場についても対応していきたいと考えております。 

進学などのタイミングで選択肢がなくならないように学びの保障をするこ

とが重要ですね。 

支援センター利用の児童数２１名のうち、小学生と中学生の内訳はどうな

っているか。 

小学生が９名、中学生が１２名です。 

毎回来る児童ばかりではないのでしょうか。 

月に数回の子もいれば、皆勤賞の子もいます。また、フリースクールに通

っている子もいます。市内のフリースクールは遊べる場が少ないため、水

曜午後に支援センターを開放しており、今後も支援センターとフリースク

ールで連携していきたいと思っています。 

支援センターでも給食の提供を開始できたことは非常によかったと思いま

す。保護者もより安心して子供を通わせることができますね。 

支援センターでの給食の様子はどうでしょうか。 

４月時点で１１名が給食を希望しており、みんな喜んで食べています。 

食べない児童の理由はなんでしょうか。 

給食が苦手な児童や、午前中で帰宅する児童などは食べていません。 

支援センターにもフリースクールにも来ていない児童の対応について、学

校と支援センターは連携しているのでしょうか。 

定期的に支援センターから支援員が学校へ行き、フリースペースに通って

いる児童のフォローなどを行っております。 

どこにも通えていない児童もいるのでしょうか。保護者が通わせない場合

もあるのでしょうか。 

あります。そういった場合、家庭訪問しても会えないことが多いため、課

題となっています。  

みらい平地区の新設中学校について、生徒たちに負担がかからなように安

全かつスムーズな異動ができるようにしていただきたいです。特に、開校
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時に中学 3年生になる生徒には十分配慮をしてもらいたいと考えています。 

また、コミュニティ・スクール事業についても、成果と課題があれば教え

ていただきたいです。 

新設中学校に関しては、開校時に中学 3年生になる生徒に対して十分な配

慮をしていきたいと考えております。また、関係校である谷和原中学校、

伊奈中学校、陽光台小学校、富士見ヶ丘小学校、谷和原小学校、福岡小学

校の６つの学校と連携していくことで、円滑な開校を迎えられるように十

分な調整をしていく所存です。工事についても、安全面に気をつけ、工程

のとおりいくように十分注意していきます。また、進捗については、今後

の定例教育委員会で報告していきます。 

コミュニティ・スクール事業についてですが、現在課題をまとめている段

階でございます。 

コミュニティ・スクール事業というのは、「地域とともにある学校づくり」

がコンセプトであるため、地域の方々に学校の教育方針を理解していただ

き、学校の課題を地域の方々と洗い出すことができるようになってきてい

るところです。まだ始まって 1年半ほどのため、これから様々な成果や課

題が出てくると思います。 

他に質問等ありますでしょうか。 

幼稚園のＡＬＴ事業に関して、市内の私立幼稚園への派遣 1名と記載があ

りますが、市内の私立幼稚園は 1園だけでしょうか。 

市内の私立の幼稚園は絹ふたば文化幼稚園のみで、その他は認定こども園

になります。 

ありがとうございます。中学校体育館への空調設備に関して、全中学校に

空調設備は整っているということでしょうか。 

新設中の開校に合わせて、市内全中学校の体育館へ空調設備を設置する方

向で進めております。 

この先、小学校にも設置されるのでしょうか。 

検討していく所存です。 

他に質問等ありますでしょうか。 

体育館に空調設備を設置した場合、外部へ貸出する際は使用料など徴収す

るのでしょうか。また、部活動の地域移行についてですが、学校により人

数の偏りがあるため、学校を越えたチーム編成なども想定しているのでし

ょうか。 

体育館に空調設備を設置した場合、貸出時の使用料も検討していく必要が

あると考えております。 

部活動の地域移行に関しては、土日の練習が対象となっておりますので、

学校を越えたチームでの大会などへの参加は想定していません。 

他に質問等ありますでしょうか。 

なければ、以上で終了して、事務局に戻します。 

市長、議事進行ありがとうございました。 



 その他について、委員の皆様から何かご意見等ございましたらお願いいた

します。 

【令和７年度第１回つくばみらい市総合教育会議の閉会宣言】 

 

 

上記決議を明確にするため、本議事録を作成する。 

 

令和７年４月２３日             市   長    小田川  浩 

教 育 長    町 田  幸 子 

                        


